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第１ 特定事業の選定に関する事項

１ 事業内容に関する事項

(1) 事業名称

国際法務総合センター維持管理・運営事業（以下「本事業」という。）

(2) 事業に供される公共施設等の種類等

本事業の対象となる国際法務総合センター（以下「センター」という。）は，八王

子医療刑務所，矯正研修所，矯正研修所東京支所，公安調査庁研修所及び国連アジア

極東犯罪防止研修所を移転集約して新設するものであり，次に掲げる施設の総称であ

る。

なお，これらに加え，職員宿舎及び児童公園等外構施設も本事業の対象となる。

ア 矯正施設

矯正医療センター（仮称）

主に精神上又は身体上の疾患又は障害を有するため医療を主として行う刑事施設

等に収容する必要があると認められる者を収容する医療専門施設

イ 研修施設

(ｱ) 矯正研修所及び矯正研修所東京支所

矯正研修所は，矯正職員のうち，主に中・上級幹部職員に対し，また，同東京

支所は，主に新たに採用された者及び初級幹部職員に対して，それぞれ職務上必

要な知識や技能を習得，向上させる教育及び訓練を行うことを目的とする施設

(ｲ) 公安調査庁研修所

公安調査庁の職員に対し，実務能力の向上を図るため，職務上必要な知識や技

能を習得，向上させる教育及び訓練を行うことを目的とする施設

(ｳ) 国連アジア極東犯罪防止研修所

日本国政府と国連とが共同で設置し，共同運営している機関であり，日本国側

においては，法務総合研究所国際連合研修協力部が，その目的である犯罪の防止

及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関する研修，

研究及び調査を実施する地域研修所

ウ その他の施設

(ｱ) 職員宿舎

(ｲ) 児童公園等外構施設

(3) 公共施設の管理者の名称

法務大臣 岩城 光英

(4) 事業の背景・目的

本事業については，民間委託により，「行政の効率化」，「適正な収容関連サービス

の実施」，「適正な矯正医療の確保」及び「地域との共生」を図ることを目的とする。

ア 行政の効率化
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センターについては，複数の行政機関を移転集約することにより，各行政機関の

機能の充実・強化を図るとともに，物的・人的資源を有効活用することにより，全

体として効率的な運営を目指しており，民間委託を実施することにより，次のとお

り更に効率的な業務遂行を目指すこととしている。

施設設備の維持管理業務（建築設備運転監視，エネルギーマネジメント，各種保

守点検等），施設周囲の巡回警備業務及び清掃・環境整備業務については，移転集

約する各行政機関に共通する業務であるところ，これらの業務をＰＦＩ事業として

一括して複数年次にわたる事業とすることにより，移転集約のメリットを活かしつ

つ，より効率的な業務遂行を目指す。

また，総務系業務（経理事務，運転事務等），収容関連サービス（衣類・寝具の

提供，清掃・環境整備等）などについては，移転集約する各施設に共通する業務で

あるところ，これらを一元化し，一括して複数年次にわたる事業とすることにより，

移転集約による機能拡充を図ることに伴い必要となる国職員の増員を抑制しつつ，

より効率的な業務遂行を目指す。

イ 適正な収容関連サービスの実施

刑事施設における被収容者に対する給食，洗濯などの業務の現状について見てみ

ると，現在，刑事施設において実施している自営作業（経理作業（給食，清掃，そ

の他の刑事施設の自営に必要な作業）及び営繕作業（新営，改修その他の刑事施設

の直営工事に必要な作業）をいう。），取り分け給食及び洗濯については，収容人員

の漸減に伴い就業可能受刑者の確保に各刑事施設は苦慮しているところである。ま

た，被収容者に対する食事を調理する厨房施設の衛生管理にも各刑事施設は苦慮し

ており，食中毒が毎年いずれかの刑事施設で発生していることから，再発防止策の

確実な実施が求められている。

そこで，被収容者に対する給食業務や洗濯業務などの収容関連サービスについて，

一般社会における大量調理施設や洗濯施設と同等の衛生管理を実現するとともに，

特に本事業においては，医療専門施設を含むことから，医療リネンの実施や食事箋

に基づく病院食の提供など，専門的知見が求められているところ，病院等での給食

や洗濯の実績・ノウハウを有する民間事業者に委託することにより，より安全で適

正な業務遂行を目指す。

ウ 適正な矯正医療の確保

現在，矯正施設では，被収容者の急激な高齢化，生活習慣病の増加，疾病の複雑

化・多様化，人工透析や特殊な治療を要する被収容者の増加，一般社会における医

療水準の高度化などの諸事情があいまって医療需要が増加している一方，大半の刑

事施設においては，医師や看護師等医療従事者の不足等によりかかる需要に十分対

応することが困難な状況にある。

そこで，法務省（以下「国」という。）としては，矯正医療の水準を確保すべく，

民間の資金及びノウハウを活用し，より効率的かつ適正な矯正医療の実現を目指す。

また，今後の矯正医療が採るべき方向性について，各界の有識者から専門的な知

見に基づく幅広い意見を伺うため，平成２５年７月，外部有識者による「矯正医療

の在り方に関する有識者検討会」が設置され，平成２６年１月２１日にとりまとめ
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られた報告書において，執務環境の充実として，「医療刑務所を始めとする医療専

門施設や，医療重点施設の機能の底上げを図ることは，一般施設での医療面の負担

を軽減できる直接的な手段にほかならない。したがって，現在，法務省が進めてい

る矯正医療センター（仮称）構想については，関係機関の協力・理解の下，早期実

現を目指し，所要の財政的，人的措置を講ずる必要がある。」との提言をいただい

たところである。

エ 地域との共生

再犯防止施策をさまざまな場面で一層充実させるためには，国だけではなく地方

公共団体や地域住民など，社会全体が一丸となって取り組むことが極めて重要であ

り，矯正施設においても，矯正処遇等を更に推進していく上で周辺地域の住民の理

解と協力は欠かせないものである。

そのためには，矯正施設周辺の地域住民に，矯正施設を抱える地元としてのメリ

ットを十分感じていただき，矯正施設について理解を得るとともに，矯正処遇等に

地域の人材や資源を活用できる体制を整えていくことが求められている。

そこで，本事業に従事する民間職員については，極力地元から雇用するとともに，

選定事業者（以下「事業者」という。）が調達する物資についても可能な限り地元

から調達する等，地元雇用の増大や地域経済の振興に資する事業を目指す。

(5) 事業方式

本事業は，事業者が，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき，国が新た

に整備する刑務所，研修所及び国家公務員宿舎の維持管理及び運営業務の一部を実施

する。

(6) 事業の範囲

本事業は，ＰＦＩ法に基づき，事業者が，事業期間終了時までセンターの維持管理

及び運営業務の一部を行うことを事業内容とするものであり，対象となる主な業務は

以下に掲げるとおりである。

なお，対象施設及び業務の詳細については，要求水準書を参照すること。

ア 総括マネジメント業務（対象：全施設）

(ｱ) 基本的考え方

包括契約及び長期契約といったＰＦＩ事業の特徴を踏まえ，センターに求めら

れる使命や社会のニーズ，医療環境の変化への柔軟な対応に留意しつつ，国が事

業者に求める事項を的確に把握し，迅速に対応できる体制と仕組みを構築し，業

務を実施する企業を取りまとめ，円滑に業務を遂行する。

(ｲ) 業務概要

○ 事業実施計画の作成

○ 運営体制の構築等

○ 業務管理

○ 教育，研修
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○ セルフモニタリング

○ その他

イ 運営準備支援業務（対象：全施設）

(ｱ) 基本的考え方

移転対象施設のセンターへの移転を含むセンター運営開始に向けた準備を円滑

かつ適切に実施できるよう，国に対し協力・支援を行う。

(ｲ) 業務概要

○ 移転計画の作成等

○ 施設維持管理業務

○ 収容関連サービス業務（清掃・環境整備業務）

○ 運営リハーサル

○ 護送計画等

○ 物品購入・移転等

○ 各種書類（身分帳簿，診療録等）の移転

○ 指定医療機器の移設及び医療機器設置スケジュールの作成

○ 開庁式

○ その他

ウ 施設維持管理業務

(ｱ) 建築物保守・管理業務（対象：全施設）

ａ 基本的考え方

職員等の執務及び生活，被収容者の生活に支障を及ぼさないように適切に建

築物の保守・管理を行う。また，適切に保守・管理を行うことにより，各施設，

設備等の性能を維持し，耐久性を確保するとともに，良好な状態を維持する。

ｂ 業務概要

○ 保守・管理

○ 保守・管理に係る機器，備品の整備，管理

○ 外構の維持管理

○ 職員宿舎の維持管理

(ｲ) 建築設備保守・管理・運転監視業務（対象：全施設）

ａ 基本的考え方

職員等の執務及び生活，被収容者の生活に支障を及ぼさないように適切に建

築設備の保守・管理・運転監視を行う。また，適切に建築設備の保守・管理・

運転監視を行うことにより，各施設，設備等の性能を維持し，耐久性を確保す

るとともに，良好な状態を維持する。

ｂ 業務概要

○ 保守・管理

○ 運転監視

○ 職員宿舎設備の維持管理

(ｳ) エネルギーマネジメント業務（対象：全施設）

ａ 基本的考え方
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本事業については，国が施設等の整備を実施することから，事業者において，

運用面からの省エネルギー提案を行い，効率的かつ適正なエネルギーマネジメ

ントを行う。

ｂ 業務概要

○ エネルギーマネジメント方針の策定

○ エネルギーマネジメント

○ その他

エ 運営業務

(ｱ) 総務業務

ａ 庶務・経理等事務支援業務（対象：矯正医療センター（仮称），矯正研修所

及び同東京支所）

(a) 基本的考え方

対象施設における職員管理，経理等組織全体の運営に関する事務を処理す

る。

(b) 業務概要

○ 庶務事務支援

○ 各種統計資料作成支援（矯正医療センター（仮称））

○ 経理事務支援

○ 物品調達支援

○ 被収容者の自弁物品購入支援（矯正医療センター（仮称））

ｂ 自動車運転業務（対象：矯正医療センター（仮称），矯正研修所及び同東京

支所）

(a) 基本的考え方

対象施設が所有する公用車の整備，管理，運転を行う。

(b) 業務概要

○ 公用車の整備，管理

○ 公用車の運転

ｃ 警備業務（対象：全施設）

(a) 基本的考え方

対象施設及びその敷地について，庁舎管理権に基づく警備を実施する。

(b) 業務概要

○ 庁舎等警備（矯正医療センター（仮称））

○ 構内外巡回警備

○ 児童公園の警備

(ｲ) 収容関連サービス業務

ａ 給食業務（対象：矯正医療センター（仮称））

(a) 基本的考え方

対象施設に収容されている者への給食を実施する。

(b) 業務概要

○ 運営準備業務
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○ 厨房設備・機器の整備，管理

○ 献立の作成等

○ 食事・飲料等の給与

○ 配膳，下膳

○ 衛生管理

○ 非常時等の対応

○ 食器等の給貸与

○ その他

ｂ 衣類・寝具等の提供業務（対象：矯正医療センター（仮称），矯正研修所及

び同東京支所）

(a) 基本的考え方

対象施設に収容されている者の適切な収容環境及び職員の適切な執務環境

を確保するために，衛生管理体制を構築し，衣類・寝具等を提供する。

(b) 業務概要

○ 運営準備業務

○ 洗濯設備，機器の整備，管理

○ 衣類，寝具の調達，管理

○ 洗濯

○ 搬送

○ 雑具・日用必需品の給貸与

ｃ 清掃・環境整備業務（対象：全施設）

(a) 基本的考え方

対象施設の定期清掃及び収容棟以外の全ての敷地内の日常清掃を実施する

ほか，植栽管理及び環境整備を行う。なお，職員宿舎のうち，居住者の負担

となる部分を除く。

(b) 業務概要

○ 機器・備品の調達，管理

○ 清掃・環境整備

○ 植栽管理

○ 病害虫駆除

○ 衛生管理

○ 廃棄物の回収管理

ｄ 理容等（対象：矯正医療センター（仮称））

(a) 基本的考え方

対象施設において，理容器具の調達・管理，調髪，爪切り及び電気かみそ

りの整備・管理・貸与を行う。

(b) 業務概要

○ 理容器具の調達，管理

○ 調髪

○ 爪切り及び電気かみそりの整備・管理



7

ｅ 職員食堂運営<独立採算業務>（対象：矯正医療センター（仮称），矯正研修

所及び同東京支所）

(a) 基本的考え方

対象施設内に厨房機器を整備した上で，職員食堂運営を独立採算業務とし

て実施する。

(b) 業務概要

○ 運営準備業務

○ 厨房機器等の整備，管理

○ 献立の作成等

○ 食事，飲料等の給与

○ 残飯処理

○ 衛生管理

○ 非常時等の対応

○ その他

ｆ 研修員等に係る寝具の洗濯業務<独立採算業務>（対象：矯正研修所，同東京

支所，公安調査庁研修所及び国連アジア極東犯罪防止研修所）

(a) 基本的考え方

研修所を利用する研修員等の寝具等の提供業務を独立採算事業として実施

する。

(b) 業務概要

○ 研修員等に係る衣類・寝具カバー類の洗濯

○ その他の寝具等の洗濯

(ｳ) 医療業務支援（対象：矯正医療センター（仮称））

ａ 医療情報システム業務

(a) 基本的考え方

被収容者の診療関連情報について，記録・運用する医療情報システムを導

入・運用・保守し，矯正医療の質の向上に資するよう診療情報の一元管理及

び蓄積を行う。

(b) 業務概要

○ 医療情報システムの導入

○ 医療情報システムの運用・保守

○ 医療情報システムの更新

ｂ 医療機器等の整備，維持管理及び更新業務

(a) 基本的考え方

対象施設で使用する医療機器等を調達し，それらが本来の性能をもって継

続的に使用できるよう適切に維持管理し，診療現場において適切に利用でき

るようにする。

(b) 業務概要

○ 運営準備業務

○ 医療機器等の整備
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○ 医療機器等の維持管理

○ 医療機器等の更新

ｃ 医療器具の減菌及び消毒業務

(a) 基本的考え方

対象施設内で発生する使用済み医療器具について，国が指定する場所から

回収し，医療機器の洗浄・消毒・滅菌を行い，消毒及び滅菌された医療器具

を適時・的確に国に提供する。

(b) 業務概要

○ 回収，洗浄，消毒，滅菌

○ 医療器具の払出し・管理

○ 医療器具の廃棄

○ 滅菌・消毒業務管理

ｄ 医薬品・診療材料等の管理・搬送業務

(a) 基本的考え方

対象施設で使用される医薬品・診療材料及びそれらに係る消耗品等を一元

的に管理し，迅速で正確な供給体制と在庫・購買・消費に関する管理の適正

化を実現する。なお，医薬品・診療材料及びそれらに係る消耗品等の購入に

係る経費は国が負担する。

(b) 業務概要

○ 医薬品，診療材料等の管理計画作成

○ 搬送資器材の調達

○ 医薬品・診療材料管理

○ 消耗品管理

○ 搬送・管理

ｅ 医療関係事務支援業務

(a) 基本的考え方

法令等に従い，適切かつ確実に医療関係事務を実施する。

(b) 業務概要

○ 自己負担治療に対する事務手続

○ 外部医療機関との連絡調整

○ 関係文書の作成，管理

○ 医療事務支援

ｆ 人工透析業務

(a) 基本的考え方

人工透析治療が必要な被収容者に対し，人工透析治療を実施する。

(b) 業務概要

○ 人工透析機器等の整備，管理

○ 物品等の搬送

○ 人工透析準備

○ 人工透析の実施
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○ 病状急変時の対応

○ 人工透析終了時の対応

○ その他

(7) 事業期間

事業契約後から平成３９年３月まで (約１１年間)。

(8) 事業スケジュール

基本協定書の締結 平成２８年１０月

事業契約の締結 平成２８年１１月

準備期間 事業契約締結後～平成２９年８月

事業開始 平成２９年９月

維持管理・運営期間 平成２９年９月～平成３９年３月

事業終了 平成３９年３月

(9) 事業者の収入

ア 基本的考え方

事業者は，本事業において，対象となっている業務を事業者の責任により一体と

して実施するものであるため，国は，事業者が独立採算事業として実施するものを

除き，事業者の実施に係る対価を一体のものとしたＰＦＩ事業費を本事業の維持管

理・運営期間にわたり原則として平準化して支払うものとする。

ただし，事業者が本事業を実施するために直接必要となる施設の光熱水の使用に

ついては，これを無償とする。

なお，本事業のうち，独立採算業務として実施する職員食堂運営及び研修員等に

係る寝具の洗濯業務に係る全ての費用・資産（光熱水費を含む。）は事業者が負担

・保有することとし，ＰＦＩ事業費に含まないものとする。

おって，事業者は環境負荷軽減に寄与する内容となるよう，光熱水量の削減をで

きる限り図りつつ，本事業を実施すること。

イ 支払方法

国は，平成２９年１０月を第１回とし，平成３９年４月を最終回として，四半期

ごと，全３９回に分けてＰＦＩ事業費を支払う。

ＰＦＩ事業費のうち，被収容者の食料費並びに人工透析に必要な薬品費及び消耗

品費については，四半期ごとの実績に応じ，精算払いとする。この場合の食料費は，

当該四半期における各施設ごとの被収容者の延べ収容人員に契約書に定める金額を

乗じた額とする。

国は，消費税相当額をＰＦＩ事業費と併せて支払う。

(10)事業期間終了時
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事業者は，維持管理・運営期間中の維持管理，運営業務を適切に行うことにより，

事業終了時においても，国が整備したセンターの設備，機器，什器，備品等を要求水

準に示す良好な状態に保持しなければならない。

また，本事業において事業者が整備した設備，機器，什器，備品等（以下「事業者

管理資産」という。）については，国が所有し，事業者の責任と費用負担において事

業期間にわたり要求水準に示す良好な状態に保持するものとする。

ただし，事業者管理資産のうち，収容関連サービス業務を遂行するために整備した

設備，機器，什器，備品等については事業者が所有し，原則として，事業期間終了日

以降，国と事業者とが協議して定める日までに，事業者の責任と費用負担により収去

し，原状回復を行うものとする。

(11)事業に必要と想定される根拠法令等

本事業の実施に当たって遵守すべき主な法令は次のとおりである。

国家公務員法(昭和２２年法律第１２０号)

会計法(昭和２２年法律第３５号)

食品衛生法(昭和２２年法律第２３３号)

国有財産法(昭和２３年法律第７３号)

消防法(昭和２３年法律第１８６号)

医療法(昭和２３年法律第２０５号)

国家公務員宿舎法(昭和２４年法律第１１７号)

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)

官公庁施設の建設等に関する法律(昭和２６年法律第１８１号)

高圧ガス保安法(高圧ガスを用いる冷凍機を設置する場合)(昭和２６年法律第２０

４号)

水道法(昭和３２年法律第１７７号)

国家公務員共済組合法（昭和３３年５月１日法律第１２８号）

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和３５年

法律第１４５号)

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

大気汚染防止法(昭和４３年法律第９７号)

騒音規制法(昭和４３年法律第９８号)

人事院規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)

水質汚濁防止法(昭和４５年法律第１３８号)

労働安全衛生法(昭和４７年法律第５７号)

振動規制法(昭和５１年法律第６４号)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和５４年法律第４９号)
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浄化槽法(浄化槽を設置する場合)(昭和５８年法律第４３号)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和６

０年法律第８８号)

環境基本法(平成５年法律第９１号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成１０年法律第１１

４号)

ダイオキシン類対策特別措置法(廃棄物焼却炉を設置する場合)(平成１１年法律第

１０５号)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成１２年６月７日法律第１１６

号)

健康増進法(平成１４年法律第１０３号)

個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５８号)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成１７年法律第５０号)

その他関係法令，条例，基準等

(12)実施方針の変更

実施方針の公表後の民間事業者からの意見等を踏まえ，実施方針の内容を見直し，

変更を行うことがある。変更の内容は，第２の３（６）の入札説明書等に反映する。

実施方針の変更を行った場合には，法務省ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法に

より公表する。

２ 特定事業の選定方法等に関する事項

(1) 基本的考え方

本事業をＰＦＩ手法を活用して実施することにより，サービスが同一の水準にある

場合において，従来の手法により実施した場合と比較して，事業期間全体を通じた国

の財政負担の縮減が期待できる場合，又は財政負担が同一の水準である場合において，

サービスの水準の向上を期待できる場合には，ＰＦＩ法に基づく特定事業として選定

する。

(2) 選定の手順

国の財政負担見込額の算定に当たっては，事業者からの税収等の適切な調整を行い，

将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出の上，これを現在価値に換算すること

により評価を行う。国が提供を受けるサービスの水準については，できる限り定量的

な評価を行うこととするが，定量化が困難な場合には客観性を確保した上で定性的な

評価を行う。

(3) 選定結果の公表

特定事業として選定した場合は，その判断の結果を，評価の内容と併せて，法務省
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ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法により速やかに公表する。また，事業の実施

可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき，特定事業の選定を行わないこと

とした場合も，同様に公表する。

第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項

１ 民間事業者の募集及び選定方法

民間事業者の選定方法については，サービス対価の額に加え，維持管理及び運営業

務に関する能力等を総合的に評価するため，総合評価落札方式（会計法（昭和２２年

法律第３５号）第２９条の６，予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第

９１条第２項）により実施することとする。

２ 選定の手順及びスケジュール

民間事業者の募集及び選定スケジュール（予定）は，次のとおりとする。

平成２８年３月頃 入札説明書の公表

平成２８年５月頃 資格審査書類の受付

平成２８年５月頃 資格審査結果の公表

平成２８年８月頃 入札及び提案書類の締切

平成２８年10月頃 落札者の決定，公表

３ 選定手続等

(1) 実施方針の公表

実施方針（参考資料を含む。以下同じ。）を公表し，閲覧に供する。

＜実施方針の閲覧＞

ア 閲覧期間

平成２８年１月１２日（火）から同年１月２０日（水）まで

ただし，行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定

する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。

イ 閲覧時間

午前１０時から午後５時まで

ウ 閲覧場所

法務省矯正局成人矯正課官民協働企画係

東京都千代田区霞が関一丁目１番１号

なお，実施方針は，法務省ウェブサイトでも閲覧できる。

http://www.moj.go.jp/

(2) 実施方針に関する質問及び意見の受付
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実施方針等に記載された内容に関する質問及び意見を次のとおり受け付ける。

＜実施方針に関する質問及び意見の受付＞

ア 受付期間

平成２８年１月１２日（火）から同年 １月２０日（水）午後５時までに必着の

こと。

イ 提出方法

質問又は意見の内容を簡潔にまとめて質問書（様式１）又は意見書（様式２）に

記載し，電子メ－ルにてMicrosoft Excelにより作成されたファイル添付により，

次の係あて提出のこと。着信については，質問者において確認のこと。

なお，添付ファイルも含めた電子メールの情報量が５００キロバイト以上のもの

は受け付けない。

法務省矯正局成人矯正課官民協働企画係

電子メールアドレス：prison-pfi@moj.go.jp

(3) 実施方針に関する質問回答

上記（2）により受け付けた質問及びこれに対する回答は，平成２８年２月頃に公

表することを予定しており，公表後は次のとおり閲覧に供する。

なお，質問の内容が，質問者の特殊な技術，ノウハウ等に係わるもので公表するこ

とにより，質問者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある質問

については，公表しない場合がある。

＜質問回答の閲覧＞

ア 閲覧期間

実施方針等に関する質問回答公表後，１４日間（休日を除く。）とする。

イ 閲覧時間

午前１０時から午後５時まで

ウ 閲覧場所

法務省矯正局成人矯正課官民協働企画係

東京都千代田区霞が関一丁目１番１号

なお，実施方針に関する質問回答は，法務省ウェブサイトでも閲覧できる。

http://www.moj.go.jp/

(4) 質問，意見に対するヒアリング

民間事業者から提出のあった質問，意見のうち，国が必要と判断したものについて

は，当該事業者から直接ヒアリングを行うことを予定している。

(5) 特定事業の選定

国は，実施方針等に対する意見等を踏まえ，本事業がＰＦＩの手法により実施すべ

き事業か否かを評価し，ＰＦＩの手法により実施することが適切であると判断した場

合には，本事業を特定事業として選定し，その結果を法務省ウェブサイトへの掲載そ
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の他適宜の方法により公表する。また，特定事業の選定を行わなかった場合であって

も同様に公表する。

(6) 入札説明書等の公表

特定事業の選定を行った場合には，本事業の落札者を総合評価落札方式より選定す

ることとし，その旨官報により公告し，公告内容及び入札説明書等を法務省ウェブサ

イトへの掲載その他適宜の方法により公表する。

(7) 質問受付

入札説明書等に記載の内容についての質問を受け付ける。質問受付の方法等は，入

札説明書に明示する。

(8) 資格審査書類の受付

応募者には，入札説明書等に定める参加表明書及び資格審査に必要な資料の提出を

求める。資格審査書類の受付の方法等は，入札説明書に明示する。

(9)資格審査結果の通知

国は，上記（8）により提出された資料に基づき，資格審査を実施し，その合否を

応募者に通知する。

(10)質問回答の公表

国は，入札説明書等に記載した内容に関する質問及びこれに対する回答を公表する。

公表の方法は，法務省ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法による。

なお，質問の内容が，質問者の特殊な技術，ノウハウ等に係わるもので公表するこ

とにより，質問者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある質問

については，公表しない場合がある。

(11)競争的対話の実施

国は，応募者との十分な意思疎通を図ることによって，本事業の趣旨に対する応募

者の理解を深め，また，国の意図と応募者の提案内容との間に齟齬が生じないように

することを目的として，各応募者に対し，対面方式による競争的対話の場を設けるこ

とを予定している。

具体的な実施時期，実施方法及び留意事項等は入札説明書に明示する。

(12)提案審査書類の受付

資格審査の合格者に対しては，入札説明書等に基づき，本事業に関する提案内容を

記載した書類（以下「提案審査書類」という。）及び入札価格の提出を求める。提案

審査書類の受付の方法等は，入札説明書に明示する。

(13)ヒアリング
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国は，提案審査書類について，ヒアリングを行う。ヒアリングの方法等は入札説明

書に明示する。

(14)落札者の決定

国は，あらかじめ定めた客観的な審査基準に基づき，落札者を決定し，通知する。

(15)提案審査結果の通知及び公表

国は，審査結果及び入札結果について，法務省ウェブサイトへの掲載その他適宜の

方法により公表する。

(16)基本協定の締結

国は，落札者と本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結す

る。

(17)事業契約の締結

国は，基本協定の定めるところにより，落札者が会社法（平成１７年法律第８６

号）に定める株式会社として，本事業の実施を目的として設立した特別目的会社（以

下「ＳＰＣ」という。）と事業契約を締結する。事業契約締結後，国は事業契約を締

結した旨を法務省ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法により公表する。

４ 応募者等の要件

(1) 応募者の構成等

ア 応募者は，複数の企業及び医療法人等により構成されるグループ（以下「応募グ

ループ」という。）とし，代表企業を定め，当該代表企業が応募手続を行うことと

する。

イ 応募者のうち，ＳＰＣに出資し，ＳＰＣから直接業務を受託又は請負うことを予

定している企業を「構成企業」，構成企業以外に，ＳＰＣから直接業務を受託又は

請負うことを予定している企業等（人工透析業務を実施する医療法人等を含む。）

を「協力企業等」といい，応募者は，応募グループを構成する企業が本事業の遂行

上果たす役割等を明らかにする。

ウ 応募グループの構成企業による出資比率の合計は，全体の５０パーセントを超え

るものとし，代表企業の出資比率は，出資者中最大とする。なお，構成企業以外の

者がＳＰＣの出資者となることは可能であるが，事業期間全体にわたって，当該出

資者による出資比率は出資額全体の５０パーセントを超えてはならない。

エ すべての出資者は，原則として事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有する

ものとし，国の事前の書面による承諾がある場合を除き，譲渡，担保権の設定その

他の一切の処分を行ってはならない。

オ 一のグループの構成企業及び協力企業等は，他の応募グループの構成企業及び協

力企業等となることはできない。
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カ 次に掲げるものに該当するものは構成企業，協力企業等及び出資者となることは

できない。

(ｱ) 暴力団，暴力団員，暴力団体関係企業・団体又はその関係者，その他反社会勢

力

(ｲ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体

(ｳ) 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属するものがいるもの。

キ 構成企業及び協力企業等の変更は認めない。ただし，構成企業又は協力企業等の

倒産等やむを得ない事情が生じた場合は，国がその事情を検討のうえ，可否の決定

をするものとする。

(2) 応募者の要件

ア すべての応募者は，次の要件を満たす者であること。

(ｱ) 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であり，かつ

同令第７２条に規定する資格を有する者であること。

(ｲ) 人工透析業務を実施する医療法人等を除いて，本事業に係る業務に対応した一

般競争入札参加資格の認定を受けている者であること。

(ｳ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをし

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申立てをしていない者であること。

(ｴ) 国が本事業について，アドバイザリー業務を委託した者又はこれらの者と資本

面若しくは人事面において関連がある者でないこと。「資本面において関連があ

る者」とは，当該企業の発行済株式総数の１００分の５０以上の株式を有し，又

はその出資の総額の１００分の５０以上の出資をしているものをいい，「人事面

において関連がある者」とは，当該企業の役員を兼ねている者をいう（(ｵ)にお

いて同じ。）。

なお，本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者は，次のとおりである。

・プライスウォーターハウスクーパース(株)

・八千代エンジニヤリング(株)

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所

・みずほ総合研究所(株)

・アイテック(株)

・(株)山下設計

・西村あさひ法律事務所

(ｵ) 第２の５（１）イの事業者選定委員会の委員が属する企業又はその企業と資本

面若しくは人事面において関連がある者でないこと。

(ｶ) 参加表明書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から入札書及び第２次審

査資料の提出期限の日までの期間に，法務省から｢工事請負契約に係る指名停止

等の措置要領｣(平成７年１月２３日付け法務省営第１９１号。以下「指名停止措

置要領」という。)に基づく指名停止措置を受けていないこと。ただし，指名停

止措置要領別表第１の措置要件に該当する指名停止措置であって，指名停止期間
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が２週間以下のものである場合において，法令違反を根拠とするものでないとき

は，この限りでない。

イ 施設維持管理・運営業務に係る企業の参加資格要件

(ｱ) 施設維持管理・運営業務に携わる構成企業又は協力企業等（人工透析業務を実

施する医療法人等を除く。）は，平成２８・２９・３０年度法務省競争参加資格

(全省庁統一資格)において，資格の種類が｢役務の提供等｣，競争参加地域が｢関

東・甲信越｣，等級は｢Ａ｣，｢Ｂ｣又は｢Ｃ｣に格付けされている者であること。な

お，複数の企業が分担する場合には，いずれの企業においてもこの要件を満たす

こと。

(ｲ) 給食業務に携わる構成企業又は協力企業等は，同一メニューを１回３００食以

上又は１日７５０食以上を提供する大量調理施設の運営能力及び調理実績を有し

ているほか，ＨＡＣＣＰに対する相当の知識を有している者を配置できること。

なお，「相当の知識を有している者」とは，ＨＡＣＣＰ認証取得施設，ＩＳＯ２

２０００認証取得施設又は地方公共団体等が行う自主衛生管理評価事業等により

ＨＡＣＣＰと同等の自主衛生管理を行っていると認められた施設の運営実績，ド

ライシステムの調理施設の運営実績，ＨＡＣＣＰに関する書籍の出版等の実績，

ＨＡＣＣＰに関する審査員資格等のいずれかを有している者をいう。

(ｳ) 給食業務，衣類・寝具の提供業務，清掃・環境整備業務，医療器具の滅菌及び

消毒業務に携わる構成企業又は協力企業等は，一般財団法人医療関連サービス振

興会の認定するサービスマークの認定を受けていること。

(ｴ) 人工透析業務を実施する医療法人等は，平成１６年４月１日から参加表明書の

受付締切日までの間に，１年以上の人工透析治療の実績を有する次のいずれかの

要件を満たす法人であること。

ａ 医療法(昭和２３年法律第２０５号)第３９条第２項に規定する医療法人

ｂ 私立学校法(昭和２４年法律第２７０号)第３条に規定する学校法人のうち，

医学部を置く大学を設置している者

ｃ 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第２２条に規定する社会福祉法人のう

ち，病院を開設している者

ｄ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成１８年法律第４８号)に規

定する一般社団法人又は一般財団法人のうち，病院の運営を目的とする者

ｅ 医療法第３１条に規定する公的医療機関の開設者（都道府県，市町村を除

く。）

５ 事業者選定に関する事項

(1) 基本的考え方

ア 応募者の審査及び選定に当たっては，透明性，客観性及び公平性の確保に努める

ものとする。

イ 応募者の提案審査は，学識経験者及び法務省職員により構成される事業者選定委
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員会において行う。事業者選定委員会の委員は，入札説明書に明示する。

ウ 事業者選定委員会は，あらかじめ設定し公表する「事業者選定基準」に従って，

価格のみならず，民間事業者からの提案内容について，施設維持管理及び運営の各

業務に関し，応募者の創意工夫や独自性の観点を中心に評価を行い，審査結果を国

に報告する。

エ 国は，事業者選定委員会により提示された審査結果を基に，契約を締結する事業

者を決定する。

(2) 事業者の選定

事業者の選定は，資格審査及び提案審査の２段階審査により行う。

国は，資格審査において提案審査書類の提出者を選定し，提案審査の結果を基に落

札者を最終決定するものとする。

各審査の主な視点は次のとおりとする。

資格審査 ・資格審査

・本事業に対する基本的な考え方

・事業者の実施体制

提案審査 ・本事業の各業務に関する具体的な提案内容（事業計画，維持管理，運

営に係る事項）

・入札価格（国がＳＰＣに支払うサービス対価の金額）

(3) 選定結果の公表

審査及び選定の結果については，法務省ウェブサイトへの掲載その他適宜の方法に

より公表する。

(4) 落札者を決定しない場合

国は，事業者の募集，審査及び落札者の選定において，応募者がいない等の理由に

より，本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断した場合には，特

定事業の選定を取り消すこととし，この旨を速やかに法務省ウェブサイトへの掲載そ

の他適宜の方法により公表する。

６ 提案書類の取扱い

(1) 著作権

提出書類の著作権は，当該書類を提出した応募者に帰属する。ただし，本事業にお

いて公表が必要と認めるときは，国は提案書の全部又は一部を無償で使用できるもの

とする。

なお，契約に至らなかった応募者の提案については，国が事業者選定過程に関する

事項の公表を行う以外には使用しない。
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(2) 特許権等

提案内容に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている，物品，維持管理方法等を使用した

結果生じた責任は，原則として提案を行った者が負うものとする。

第３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

１ 予想される責任及びリスクの分類と官民間での分担

(1) リスク分担の基本的考え方

本事業における責任分担の考え方は，適正にリスクを分担することにより，より

低廉で適正なサービスの提供を目指すものであり，事業者が担当する業務に伴い発

生するリスクについては，原則として事業者が負うものとする。ただし，国が責任

を負うべき合理的な理由がある事項については，国が責任を負うものとする。

(2) 予想されるリスクと責任分担

国と事業者の責任分担は，原則として「リスク分担表」によるものとする。具体

的内容については，実施方針に対する意見等の結果を踏まえ，入札説明書に明示し，

最終的には事業契約書において定める。

(3) リスクが顕在化した場合の費用負担の方法

国又は事業者のいずれかが責任を負うべきリスクが顕在化した場合に生じる費用

は，その責任を負う者が全額負担することとする。また，不可抗力によるものなど，

国及び事業者が分担して責任を負うべきとしたリスクが顕在化した場合に生じる費

用の負担方法については，事業契約書において定める。

(4) 被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害

被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害であって，当該行為につい

て，国及び事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害

の負担については，次の考えによることとし，具体的には事業契約書において定め

る。

ア 被収容者の行為によって，事業者管理資産が損壊又は滅失した場合

(ｱ) 被収容者の行為が，通常の使用の範囲内であった場合には，当該損壊又は滅

失に起因する増加費用及び損害は，事業者の負担とする。

(ｲ) 上記以外の場合には，当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は，国

の負担とする。

イ 被収容者の行為によって，国の職員，従事職員及び第三者(被収容者を含む。)

に損害が発生した場合

当該損害に起因する増加費用及び損害は，国の負担とする。
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(5) 事業者が本事業を実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において，その損

害の賠償に関し契約により当該事業者が追うべき責任

ア 本事業を実施するに当たり，事業者が，故意又は過失により，第三者に損害を

加えた場合における当該損害に対する賠償等については，次に定めるところによ

るものとする。

(ｱ) 国が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項等に基づき当該

第三者に対する賠償を行ったときは，国は事業者に対し，当該第三者に支払っ

た損害賠償額（当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合

は，国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償

することができる。

(ｲ) 事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき当該第三者

に対する賠償を行った場合であって，当該損害の発生について国の責めに帰す

べき理由が存するときは，当該事業者は国に対し，当該第三者に支払った損害

賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償するこ

とができる。

イ 本事業を実施するに当たり，事業者が，故意又は過失により，国に損害を加え

た場合には，事業者は当該損害に対する賠償の責めに任ずるものとする（ただし，

当該損害の発生につき，国の責めに帰すべき理由が存するときは，当該国の過失

割合に応じた部分を除く。）。

２ 提供されるサービス水準

本事業において実施する業務のサービス水準は，要求水準書による。

３ 人工透析業務の実施に係る条件等

人工透析業務の実施に係る条件等については，別紙１によるものとする。具体的な

内容については，実施方針に対する意見等の結果を踏まえ，事業契約書において定め

る。

４ 機器，備品及び医療機器等の所有及び更新等

機器，備品及び医療機器等の所有及び更新等については，別紙２によるものとする。

具体的な内容については，実施方針に対する意見等の結果を踏まえ，事業契約書にお

いて定める。

５ 国による事業の実施状況のモニタリング

(1) 目的

国は，事業者が定められた業務を確実に実施し，要求水準書に規定した要求水準を

達成しているか否かを確認するとともに，財務状況について把握するために，モニタ

リングを行う。
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(2) 実施方法

モニタリングの具体的な方法については，事業契約書において定めることとする。

(3) 実施時期

モニタリングは，準備期間，維持管理・運営期間及び事業期間終了時の各段階で行

う。なお，事業終了時の水準は，要求水準書による。

(4) 実施効果

モニタリングの結果，要求水準書に規定した要求水準が達成されていない場合には，

国はサービスに対する対価の減額等を行う。減額の考え方については，実施方針に対

する意見等の結果を踏まえ，事業契約書において定める。

第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

１ 施設の立地条件

地名地番 東京都昭島市築地町

敷地面積 約９．１万㎡

用途地域等 第２種住居地域

２ 施設の概要

センターを構成する各施設の概要は以下のとおりであり，平成２９年２月に完成の

予定である。

施設名 敷地面積 延床面積 被収容者数（想定） その他

矯正医療センター（仮称） 30,841.27㎡ 49,530.92㎡ 580人

矯正研修所 20,339.87㎡ 18,612.72㎡ － 研修定員(想定)

400人

職員宿舎 22,724.00㎡ 24,275.85㎡ 354戸

児童公園 4,584.77㎡

アジア極東犯罪防止研修所 9,002.68㎡ 10,707.05㎡ － 研修定員(想定)

55人

公安調査庁研修所 4,000.19㎡ 5,490.71㎡ － 研修定員(想定)

80人

合計 91,492.78㎡ 108,617.25㎡ 580人

第５ 提案内容等又は協定の解釈に関する疑義が生じた場合の措置に関する事項

提案内容，基本協定又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合には，国と事業

者は，誠意を持って協議の上，その解決を図るものとする。協議の方法や解決の手順

等については，事業契約書において定めるものとする。

また，基本協定，事業契約に係る紛争については，東京地方裁判所を第一審の専属

管轄裁判所とする。
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第６ 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項

１ 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置

事業の継続が困難となる事由が発生した場合には，事業契約で定める事由ごとに，

国及び事業者の責任に応じて，必要な修復その他の措置を講じるものとする。

２ 事業の継続が困難となった場合の措置

事業の継続が困難となった場合には，次の措置を採ることとする。

(1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

ア 事業者の提供するサービスが事業契約書に定める要求水準を達成していないこと

が判明した場合には，国は，事業者に対して，改善勧告を行い，一定期間内に改善

策の提出・実施を求めることができるものとする。事業者が当該期間内に改善をす

ることができなかったときは，国は事業契約を解除することができる。

イ 事業者が倒産し，又は事業者の財務状況が著しく悪化し，その結果，事業契約に

基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合，その他事業者が事業契

約に違反し，本事業の目的を達することができないと認める場合には，国は，事業

契約を解除することができる。

ウ 上記ア，イいずれの場合においても，国は，事業契約に基づき，事業者に対して

違約金又は損害賠償の請求等を行うことができる。

(2) 国の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

ア 国の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場

合は，事業者は，事業契約を解除することができる。

イ 上記アの場合において，事業者は事業契約に基づき，国に対して損害賠償の請求

等を行うことができる。

(3) いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合

ア 不可抗力その他国又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続

が困難となった場合は，国と事業者は，事業継続の可否について協議を行う。

イ 一定の期間内に協議が整わない場合は，事前の書面による通知により，国及び事

業者は，事業契約を解除することができる。

ウ 上記イの場合における国からの支払い等については，実施方針に対する意見等の

結果を踏まえ，事業契約書において定めることとする。

エ 不可抗力の定義については，事業契約書において定めることとする。

３ 金融機関 (融資団) と国との協議

事業の継続性をできるだけ確保する目的で，国は，事業者に対し資金供給を行う金
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融機関等の融資機関 (融資団) と協議を行い，当該融資機関（融資団）と直接契約を

締結することがある。

第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項

現時点では，本事業に係る法制上及び税制上の措置等は予定していないが，今後，

法制や税制の改正により措置が可能となる場合，国と事業者で協議するものとする。

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項

事業者が事業を実施するに当たり，財政上及び金融上の支援を受けることができる

可能性がある場合は，国は可能な範囲で必要な協力を行う。

第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項

１ 選定手続への参加に伴う費用負担

参加表明書及び審査に必要な書類の作成及び提出に係る費用は，応募者の負担とす

る。

２ 本事業において使用する言語

本事業において使用する言語は，日本語とする。



別紙１ 人工透析業務の実施に係る条件等

人工透析業務の実施に係る条件等については，次の考えによることとし，具体的には事

業契約書において定める。

１ 業務の委託

人工透析業務のうち，医師でなければ行ってはならない医業に係る業務については，

事業者から協力企業等として応募グループに参加した医療法人等に再委託するものとし，

業務委託契約を締結した後，速やかに，当該契約書の写しを国に提出すること。

２ 国への協力

事業者は，国が監督官庁である都道府県知事から医療法等の関連法令に規定する指示

等を受けて，管理者等として講ずる措置について，必要な協力をすること。

３ 国による人工透析実施に対する承諾

事業者は，国が必要と認める場合には，刑事施設の職員である医師が，人工透析機器

を使用して人工透析治療を実施することがあることをあらかじめ承諾すること。その場

合，事業者は当該被収容者への人工透析治療の実施義務を免れる。その際，国の責めに

帰すべき事由により，人工透析機器を損壊させた場合の増加費用又は損害は，国が負担

する。

４ 損害賠償

人工透析治療の実施に当たり，事業者(医療法人等を含む。)の責めに帰すべき事由に

より，被収容者に損害を与えた場合の増加費用及び損害は，第３１（５）に従って事業

者が負担する。

５ 人工透析業務の終了時の措置

事業者が，本事業の終了までに，事業者（医療法人等を含む。）の事由により，人工

透析業務を終了する場合には，国に対し，終了予定日の３年前までに書面により通知す

ること。また，終了予定日までの間に，人工透析業務を実施する代替医療法人等を確保

すること。

なお，終了予定日に代替医療法人等を確保できなかった場合は，人工透析業務の終了

の時点から事業期間が終了するまでの期間における人工透析業務の実施に必要な費用の

合計金額の１００分の３に相当する違約金を国に支払う。

６ モニタリング

人工透析業務については，他の業務と同様に，｢第３ ４ 国による事業の実施状況の

モニタリング｣に定めるモニタリングを実施する。モニタリングの結果，事業者(医療法

人等を含む。)の責めに帰すべき事由により，要求水準書に規定した要求水準が達成さ



れていない場合には，国はサービスに対する対価の減額等を行う。

７ 対価の支払方法

人工透析業務に関するＰＦＩ事業費は，次の方法により支払う。

支払方法 対象費用

≪固定費払い≫

定員（６０名）に対して，常に人工透析 ・人工透析機器の調達・更新費

を実施できる状態を維持するために必要 ・人工透析機器の維持管理費

な費用 ・医師その他の医療スタッフの人件費

≪実績払い≫

人工透析の実施実績により変動する費用 ・薬品費，消耗品費



別紙２ 機器，備品及び医療機器等の所有及び更新等

機器，備品及び医療機器等の所有及び更新等については，次の考えによることとし，具

体的には事業契約書において定める。

１ 備品及び医療機器等の分類

本事業で調達が予定されている備品，機器及び医療機器等「以下「備品等」とい

う。」は主に次のとおりに分類される。

なお，収容関連サービス業務の備品等の調達形態は，事業者が購入し所有する方法の

みならずリース契約等により使用権を有する方法も可能とする。

調達者と調達方法 移転元施設等 国が事業契約 事業者が事業契約に基づいて調達

から移設 とは別に調達

所有者 国 国 事業者

使用者 国 国 事業者

維持管理業務の内容 保守管理（台帳管理も含む。） 保守管理（台帳管理も含む。），

修繕，更新

対応業務 収容関連サービス業務以外 収容関連

サービス業務

２ 事業者が行う維持管理業務

事業者は，本事業で調達した備品等について，事業期間中，保守管理，修繕及び更新

等を行い，必要とされる機能が満たされるようにすること。また，事業者は，国等が移

設もしくは調達した備品等も含めて保守管理（点検（損傷，変形，腐食，異臭，その他

の異常の有無を調査すること。）等を行い，必要に応じて機能回復又は危険防止のため

に部品・消耗品交換，注油，塗装，その他これらに類する軽微な作業等を行い性能を常

時正常な状態に保つこと。台帳管理も含む。）を行うこと。

３ 劣化等に伴う更新等

事業者は，本事業で調達した備品等については，要求水準書（案）別紙２及び別紙１

２に規定する更新回数に応じた更新費用（調達費用と同額）をあらかじめ見込んでおく

こと。国は，事業者が調達した備品等について，劣化等により保守管理では必要な機能

を満たすことが困難であると判断した場合には事業者に更新を求めることとする。この

場合，別紙２及び別紙１２に規定する更新回数までの更新費用は事業者の負担とする。

ただし，この更新回数には，事業者の責めに帰すべき事由に基づいて更新した場合や瑕

疵担保期間内での瑕疵に基づく更新は含めない。

４ 事業期間終了時の措置

事業者は事業者が所有する機器等について，事業期間終了日以降，国と事業者が協議

して定める日までに，事業者の責任と費用負担により収去し，現状回復を行うこと。


